
 
次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
以
下
「
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
事
務
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い

た
め
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ

て
、
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
っ
て
、
当
該
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日 

広
島
県
知
事  
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﨑 
 

英 
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商

号

又

は

名

称 
代

表

者

氏

名 

宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
に
登
載 

さ
れ
て
い
る
事
務
所
の
所
在
地 

土
井
土
地
建
物
事
務
所 

土
井 

澄
子 

広
島
市
西
区
古
江
新
町
一
番
二
四
号
二

〇
一 

株
式
会
社
ユ
ー
ワ
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン 

倉
迫 

一
則 

広
島
市
南
区
堀
越
三
丁
目
一
三
番
四
一

号 

株
式
会
社
ヒ
カ
リ
エ
ー
ル
広
島 

中
川 

笑
子 

広
島
市
佐
伯
区
海
老
園
一
丁
目
一
〇
番

三
号 

Ｌ
ｉ
ｔ 

Ｈ
ｏ
ｍ
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桒
田 

康
平 

広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
五
番
七
号

Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
広
島
三
Ｆ 

 


